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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
一
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
祖
師
谷
二
丁
目
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施

行
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

東
京
都
住
宅
供
給
公
社

二

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

世
田
谷
区
祖
師
谷
二
丁
目
の
一
部

四

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

祖
師
谷
二
丁
目
土
地
区
画
整
理
事
業

五

事
務
所
の
所
在
地

渋
谷
区
渋
谷
一
丁
目
十
五
番
十
五
号
テ
ラ
ス
渋
谷
美
竹
三
階
東

京
都
住
宅
供
給
公
社
内

六

施
行
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
三
月
十
三
日

七

施
行
者
の
住
所

渋
谷
区
神
宮
前
五
丁
目
五
十
三
番
六
十
七
号
コ
ス
モ
ス
青
山

八

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

九

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
七
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
東
砂
六
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
府
中
市
武
蔵
台

一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要

件
を
変
更
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

八
王
子
市
美
山
町
二
一
六
一
番
一
及
び
同
番
三
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
東
京
都
産

業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
八
王
子
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
三
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
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間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
三
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

下
石
原
小
島

二

変
更
の
区
間

調
布
市
小
島
町
二
丁
目
四
十
八
番
六
地
内
か
ら

同
市
小
島
町
一
丁
目
三
十
五
番
四
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
六
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠
路
線
名

都
道
千
代
田
練
馬
田
無
線

㈡
指
定
す
る
区
間

新
宿
区
中
落
合
一
丁
目
千
七
百
四
十
六
番
九

地
先
か
ら
同
区
西
落
合
三
丁
目
百
九
番
六
地

先
ま
で

㈢
指
定
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠
路
線
名

都
道
落
合
井
草
線

㈡
指
定
す
る
区
間

新
宿
区
西
落
合
一
丁
目
七
十
四
番
三
地
先
か

ら
中
野
区
江
古
田
一
丁
目
百
五
十
五
番
一
地

先
ま
で

㈢
指
定
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り
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公

告

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
就
任
に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
稲
城
小
田
良
土
地
区
画
整
理
組
合
理
事

長
大
塚
好
康
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
令
和
五
年
二
月
八
日
付
け
で
理

事
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏

名

住

所

大
塚

好
康

稲
城
市
坂
浜
千
百
九
十
番
地

髙
橋

一
朗

同

所
八
百
十
九
番
地

中
山

宏
司

同

所
千
八
十
四
番
地

井
上

正
夫

同

所
千
二
百
二
十
六
番
地

大
塚

謙
一

同

所
千
三
百
二
番
地
の
一

大
塚

常
藏

同

所
千
百
九
十
五
番
地

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
三
月
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

立
川
市
砂
川
町
八
丁
目
五
十
番
七
、
西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

同
番
三
十
七
及
び
同
番
三
十
八

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

青
梅
市
梅
郷
六
丁
目
千
四
百
二
十

七
番
一
及
び
同
番
四
か
ら
同
番
十

一
ま
で

新
宿
区
高
田
馬
場
三
丁
目
四
十

六
番
二
十
五
号

ア
イ
デ
ィ
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

久
林

欣
也

小
金
井
市
中
町
二
丁
目
二
千
二
百

七
番
、
二
千
二
百
八
番
、
同
番
二

か
ら
同
番
四
ま
で
、
二
千
二
百
九

番
六
か
ら
同
番
八
ま
で
、
二
千
二

百
十
一
番
二
及
び
二
千
二
百
十
三

番
二

小
金
井
市
中
町
二
丁
目
十
五
番

四
十
号

渡
邉

正
明

東
久
留
米
市
本
町
四
丁
目
七
百
十

番
七

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
三
番

二
号

住
友
林
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

光
吉

敏
郎

東
久
留
米
市
南
沢
一
丁
目
三
百
四

十
三
番
一
の
一
部

東
久
留
米
市
南
沢
一
丁
目
十
六

番
五
十
八
号

篠
宮

邦
一

多
摩
市
連
光
寺
三
丁
目
十
一
番
十

府
中
市
住
吉
町
一
丁
目
八
十
四

番
地
の
一
ス
テ
ー
ザ
府
中
中
河

原
八
〇
八

髙
野

綾
子

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
三
月
十
三
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

成
増
ア
ク
ト
１

二

店
舗
所
在
地

板
橋
区
成
増
三
丁
目
十
一
番
三
号

三

設
置
者
名

オ
ア
シ
ス
株
式
会
社
ほ
か
八
名

四

設
置
者
住
所

板
橋
区
成
増
三
丁
目
三
番
十
一
号
成
増

ア
ク
ト
二－

二
百
四
ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

大
豊
建
設
株
式
会
社
ほ
か
一
名

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

大
隅

健
一
（
大
豊
建
設
株
式
会
社
）

ほ
か

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

森
下

覚
恵
（
大
豊
建
設
株
式
会
社
）

ほ
か

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

合
同
会
社
西
友
ほ
か
三
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
西
友
ほ
か
三
名

十

変
更
日

令
和
四
年
六
月
二
十
九
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
五
年
二
月
二
十
二
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
五
年
三
月
十
三
日
か
ら
同
年
七
月

十
三
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
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十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

西
友
練
馬
店
Ａ
館

二

店
舗
所
在
地

練
馬
区
練
馬
一
丁
目
三
番
十
号

三

設
置
者
名

西
武
鉄
道
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

合
同
会
社
西
友
ほ
か
一
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
西
友
ほ
か
一
名

七

変
更
日

令
和
四
年
一
月
六
日
ほ
か

八

届
出
日

令
和
五
年
二
月
二
十
二
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
三
月
十
三
日
か
ら
同
年
七
月

十
三
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

西
友
練
馬
店
Ｂ
館

二

店
舗
所
在
地

練
馬
区
練
馬
一
丁
目
三
番
十
号

三

設
置
者
名

西
武
鉄
道
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

合
同
会
社
西
友

六

変
更
後
の
小
売
業
者

株
式
会
社
西
友

の
氏
名
又
は
名
称

七

変
更
日

令
和
四
年
一
月
六
日

八

届
出
日

令
和
五
年
二
月
二
十
二
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
三
月
十
三
日
か
ら
同
年
七
月

十
三
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
の
招
集
に
つ
い
て

令
和
四
年
度
第
五
回
東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
を
次
の
と
お

り
招
集
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
三
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

一

日
時

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

午
後
三
時
四
十
五
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本

庁
舎
北
塔
三
十
七
階

職
員
共
済
組
合
大
会
議
室

三

議
事

第
一
号
議
案

令
和
四
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算
の
一

部
変
更
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

令
和
五
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算

（
案
）

第
三
号
議
案

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変

更
に
つ
い
て

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
一
号

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三

百
五
十
二
号
）
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
令
和

五
年
度
の
任
意
継
続
掛
金
の
標
準
と
な
る
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る

組
合
員
の
平
均
標
準
報
酬
月
額
は
、
四
十
四
万
円
と
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
三
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖
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